
会    議    録 

会 議 名 第 5回市貝町自治基本条例町民検討委員会 

日  時 平成 29年 2月 22日（水）18:00～19:15 

場   所 市貝町役場 2階大会議室 

出 席 者 

委員 12/14名 

町長 

事務局 4名 

傍聴可否 可 傍 聴 者 1名 

会議次第 

１ 開会 

２ 委員長あいさつ 

３ 議題 

（１）作業部会検討内容について 

（２）中間報告について 

４ その他 

５ 閉会 

会  議  内  容 

１ 開会：企画振興課長  

 

２ 委員長あいさつ 

   中間報告に向けて、検討委員会の皆様におはかりできることをうれしく思う。条例案について

は、丁寧に作り込んできたと自負している。そして、その中で私自身も勉強させていただいた。

中間報告に向けて了解を得られればと考えている。 

 

  入野町長あいさつ 

   年度末のお忙しいところお集まりいただき、感謝申しあげる。検討委員会も 5回目となり、作

業部会も 8回開催したと聞いている。ゼロから作り上げてきたものが中間点を迎えたので、より

よい方向でまとめていただければと思う。 

 

３ 議題（進行：委員長） 

（１）作業部会検討内容について 

委員長 

事務局 

 

 

 

委員長 

事務局からの説明の後に、私からポイントを話させていただければと考えている。 

前回の検討委員会後に第 6～8回の作業部会を開催したので、その経過について説明さ

せていただく。委員会の意見を踏まえながら検討させていただき、26条構成が多いと

の意見があったことから、20条構成とさせていただいた。条文については、内容の重

複部分や柔らかい表現などの検討を行ってきた。 

ポイントの説明をさせていただく。 

目次については、用語を柔らかめにとの思いを込めた。 

条文の項目には、副題を盛り込み、いかにも法律だなとならないようにし、様々な世

代、すべての町民が読みやすく、堅苦しくないようにとの思いをこめた。 



委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 a 

 

委員長 

 

 

委員 b 

 

委員長 

 

 

 

第 1章総則は「全体を通したきまり」を副題とし、また、第 1条の目的も、「なぜこ

の条例をつくるのか」との副題を盛り込み、丁寧に検討をした。 

第 2条の定義も議論を重ね、「コミュニティ」を定義の中に盛り込むこととした。こ

こでも柔らかい表現を心がけた。 

第 3条は、表現を「及び」ではなく、「と」とし、意味が変わらないように柔らかく

表現した。 

第 4条位置づけも「最大限に尊重」という表現とした。 

第 7条議会・議員の責任については、信頼関係の下、短めで記載している。 

第 8条町の責任についても同様に短めに記載している。「広聴」も「広く聴く」と柔

らかく記載している。 

第 11条財政運営も思い切って副題を「町の財布」とさせていただいた。 

第 4章参画と協働も議論した部分である。第 15条こどもの参加も議論を重ね、こど

もがまちづくりに参加しやすい環境を町民、議会、町がつくっていく旨を記載させて

いただいた。大人がまちづくりに関わるのと区別し。あえて「参加」という言葉を使

用している。 

第 17条住民投票は、時間をかけた部分で、ある意味決意の表れといえる部分であ

る。直接、住民の意思を確認する部分で、実施要件は悩んだところである。議員、町

長の選挙権を持っている住民の 5分の 1以上の署名で実施請求ができることとし、こ

れだけの意思は尊重すべきということで一致した。実施請求は、抽象的な表現をして

いるところも多いが、あえて記載したところである。 

第 6章も柱となり、これからのまちをどうしていくかという部分である。義務的な表

現にしていくかとの議論もあったが、最終的には「努めます」という表現になった。

「努めます」で覆ってはいるが、号の表現は、言い切り型とさせていただいた。ま

た、あえて「市貝町」という固有名詞を記載した。 

条例の見直しについても、窮屈に考えず、町民参画は当たり前であることを前提にシ

ンプルに記載させていただいた。 

全体として、「柔らかい表現」、「サブタイトル」、「こどもの参加」、「住民投

票」、「まちづくり」が大きなポイントとなっている。 

住民投票で 5分の 1以上の署名をもって実施請求できるとあるが、どのような経緯だ

ったのか。また、他団体でこのように数的条件を設けているところがあるのか。 

他団体でも設けているところもなくはない。また、数的条件については、議論の中で

これだけの意見があれば尊重しようというところで落ち着いた。他団体も参考にした

が、町の規模などを考え、町のオリジナルの数字である。 

数字を下げ過ぎると簡単に実施できてしまうのではないかという考えもあり、また、

そこまで集めた意見は重要視しなければいけないという考えもあり議論も行ったとこ

ろである。ボランティア団体やＰＴＡ団体など実際にどれくらい集まるかを想定し、

作業部会で検討した結果である。 



委員長 

 

 

委員 c 

事務局 

委員長 

 

 

 

特定の団体に乱発されては困るとの意見もありながら、意見として尊重できるだろう

というその均衡点としてこの数字となった。具体的な数字で考えたときにでてきたの

が、5分の 1である。 

5分の 1は、具体的に何人になるのか。 

有権者数は、約 10,000人で推移しており、5分の 1は、約 2,000人となる。 

2,000人集まったら、民意だなという考えがあった。こどもはどうするかなど様々な

議論があったが、選挙権をもっている人というところで落ち着いた。乱発を抑えなが

ら、民意を反映しつつというギリギリのところという判断である。逐条解説などで詳

しく説明する必要はあるかもしれない。 

全体としては、このような形でよろしいか。（委員からの異議なし） 

 

（２）中間報告について 

委員長 

事務局 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

委員 b 

 

 

委員長 

委員 b 

委員長 

事務局 

委員長 

 

 

委員 c 

委員 d 

 

事務局 

委員 e 

 

事務局より簡単に説明いただきたい。 

3月の議会に行う中間報告の案を説明させていただく。 

概要、背景、条例制定による効果、委員会の要綱、名簿、ここに至るまでの検討内容

などを記載している。本日の意見を踏まえ、修正を加えたものを中間報告書として提

出することを予定している。 

事務局で文章のチェックは行う予定である。 

合わせたわけでないが、20条構成できりがよく、よいと思う。 

前文については、前回承認を得たところであるが、イラストも入れることとしてい

る。前文でイラストが入るところは前例がないのではないか。 

思い切って全文「ですます調」としている。また、副題が効いている印象がある。 

「子ども」の表記であるが、市貝町のこども権利条例では。「こども」と表記してい

る。整合性はどうするか。こども権利条例の方が先にでてきており、「こども」と表

記した方が柔らかい表現となるのではないか。 

こども権利条例とは。 

市貝町において、平成２６年４月に制定された条例である。 

ほかのものでも「こども」という表記を使用しているのか。 

課名でも「こども未来課」という表記をしている。 

ちょっとしたことであるが、重要な部分である。オリジナルであるため、他の自治体

のことは考えなくてもよいのではないかと思う。ひらがな表記でよろしいか。（委員

の異議なし） 

第 19条、第 20条の部分で表現がおかしい部分がある。 

作業部会で、第 20条については、「この条例の規定についての見直しを行いま

す。」となっていたと思う。 

修正させていただく。 

前文の中の「い」、「ち」、「か」、「いま」、「ち」でそれぞれの文字のあとに文

章が続いているが、「いま」だけ 2文字となっているのが、気になる部分である。 



 

 

 

４ その他（事務局） 

   今後の日程だが、4月、6月、7月の 3回を予定しており、委員長と調整のうえ、改めて連絡さ

せていただく。 

 

５ 閉会 

 

 

以上、会議の概要について記録いたします。 

 

 

 

会議の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


